
けルみん みなさま
県民の皆様へ

おかやましせいれいしいこう へいせい ねル かっ にち おかやまし
岡山市政令市移行にともない､平成 21年4月 1日から岡山市が

りょういくてちょうこうふじむ おこな
療育手帳交付事務を行うことになります｡

おか きじう う た んいどち はてさん Tよやまし ょゆち ゆ か しせま< んいか かJう
岡山市に居住地を有する方の申請窓口､判定機関は下表のとお

おかやましいがい きょじゅうち ゆう かた か
りとなります ｡岡山市以外に居住地を有する方は､これまでと変わ

りありません｡
おかやまし きょじゅう へいせい ねん がつ にち おかやまけん こう

なお､岡山市に居住し､平成 21年3月31日までに岡山県が 交
ふ てちょう しょじ かた けいぞく おかやまけん てちょう
付した手帳をすでに所持している方は､継続して岡山県の手帳 を
りよう かのう へいせい ねん がつ にちいこう じきはんてい
利用することが可能ですが､平成 21年4月 1日以降､次期判定が
ひっよう かた おかやまL はんてい書かん はんてい う
必要な方は､岡山市の判定機関で判定を受けてください｡

てちょう ないよう か
なお､手帳のサービス内容については､これまでと変わりありま

せん｡

(嘉 )

居住地_ 年齢 申請窓口 判 定 機 関 交 付 機 ■関 備 考
岡 18 居住地を歳 管 岡山市こども総合相談所 岡山市障害者 判定機関等 

18以 上歳 岡山市障害者更生相談所 ■岡山市障害者菅 生 相 談 所

岡山以外の市市町村 .18未 歳満 轄する福事務所又町村役場居住地をは 岡山県中央児童相談所管祉 備 前 県 民 局 従来の手きと変更ありません続は○

岡山県倉敷児童相談所(高梁分室) 備 中 県 民 局
岡山県津山児童相談所 美 作 県 民 局 

18以 歳上 岡 山 県 知 的 障 害 者更 生 相 談 所 備 前 県 民 局

岡 山.県 知 的 障 害 者更 生相 談一所倉敷 支 所(高梁分室)- 備 中 県 民 局



(判定機関､交付機関連絡先)

機 関 名 所 在 地 連 絡 先

岡山市子ども総合相談所 〒700-8546岡山市北区鹿田町 1丁目1番(岡山市保健福祉会館内) 号 TEL 2525FAX((008866))880033--17731

岡山市障害者更生相談所 〒700-8546岡山市北区鹿田町 1丁目1番(岡山市保健福祉会館内) 号 TEL 247FAX((008866))880033--117711

岡山県中央児童相談所 〒700-0807
岡山市北区南方2丁目13-1 

TEL(086)235-4152
FAX(086)235-4606

岡山県倉敷児童相談所 〒710-0052
倉敷市美和 1-14-31 

TEL(086)42卜0991
FAX(086)421-0990 

(高梁分室 ) 〒716-8585
高梁市落合町近似286-1 

TEL(0866)2ト2833
FAX(0866)22-8098

岡山県津山児童相談所 〒708-0004
津山市山北288-1 

TEL(0868)23-5131
FAX(0868)23-5132

岡山県知的障害者更生相談所 〒700-0807
岡山市北区南方2丁目13-1 

TEL(086)235-4316
FAX(086)235-4346

岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所 〒710-0052
倉敷市美和 1-14-31 

TEL(086)421-0991
FAX(086)421-0990 

(高梁分室 ) 〒716-8585
高梁市落合町近似286-1 

TEL(0866)21-2833
FAX(0866)22-8098

岡山県知的障害者更生相談所津山支所 〒708-0004
津山市山北288-1 

TEL(0868)23-5131
FAX(0868)23-5132

備前県民局健康福祉部福祉振興課 〒703-8278
岡山市中区古京町 1-1-17 

TEL(086)272-4029
FAX(086)272-2661

備中県民局健康福祉部福祉振興課 〒710-8530 
倉敷市羽島 1083 

TEL(086)434-7056
FAX(086)425-1941

美作県民局健康福祉部福祉振興課 〒708-0051 TEL(0868)23-1298 


